
 

〒41 

 

 

                                            №2240 

令和 5年 3月 27 日 

                           公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部 

                            公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部 

                           一般社団法人 全国不動産協会静岡県本部(TRA) 

                     TEL054-285-1208 FAX054-284-0913  

                             E        e-mail：info@shizuoka.zennichi.or.jp 

発行：広報委員会 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員各位 
日頃より協会運営に多くのご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、（公社）全日本不動産協会静岡県本部は設立 70 周年をむかえました。 
ささやかながら会員の皆さまに記念品を送付しました。（＊ヤマト宅配便にて令和 5 年 3 月 27 日発送） 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

最新情報は県本部ホームページから!!→ https://shizuoka.zennichi.or.jp/ 

＜行政からのお知らせ＞ 
 
藤枝市 都市計画の変更について 

藤枝市 まちなか空き家・空き地バンク制度について 

牧之原市 空き家・空き地バンク関連事業の制度改正について（要綱施行日 R5.4.1） 
   

＜通達・告知情報＞ 
国土交通省ほか 「小売業者における特定家庭用機器廃棄物の適正な引取り等について」 

国土交通省「良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度についてのＷＥＢ動画配信のお知らせ」 

国土交通省 「住宅省エネ 2023 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの交付申請受付開始について」 

新ラビーネット「ﾗﾋﾞｰﾈｯﾄ一括出稿ｼｽﾃﾑ」の事前受付について（R5.3.31 日まで）  

「ﾗﾋﾞｰﾈｯﾄＢＢｾﾐﾅｰ」動画配信のご案内、「ﾗﾋﾞｰﾈｯﾄ BB ｾﾐﾅｰのご案内について」 

国土交通省「労務費・原材料費・エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定等について」 

 

   

重要 協会への届出書類の提出忘れにご注意ください!!           
免許申請書の記載事項（商号・所在地・法人の代表者及び役員の就退任・専任宅地建物取引士・宅建業

に従事する者の変更など)に変更が生じた場合は、変更があってから 30 日以内に所轄土

木事務所へ届出が必要です。また、土木事務所へ届出した書類の写しを必ず協会に

もご提出ください。    
令和 4 年度中に生じた変更の届出は 

令和 5 年 4 月 7 日（金）までに協会へご提出ください。   
【提出方法】メール：info@shizuoka.zennichi.or.jp FAX：054-284-0913  

＊届出書類のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞは全日静岡 HP から⇒ https://shizuoka.zennichi.or.jp/download-shinseisyo/       
＊代表者変更は新入会に準じ再審査が必要となります。また、代表者変更に伴う事務手数料がかかりますので 

事前に必ず協会までご連絡ください。 
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